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A 3m程度確保する計画です。

QQ
迂回路橋の歩道の幅はどの程度確保されますか。

迂回路橋の歩道について迂回路橋の歩道について

A 2月26日からアンダーパスの通行止めを行う予定です。
2月24日から26日の間は、伐採作業に伴う飛散防止対
策のため、作業時間中のみ路肩規制を行う予定です。
車線規制の際には、交通誘導員を配置する予定です。

QQ
アンダーパスはいつから通行止めになりますか。
アンダーパス周辺の作業により車線が狭くなる場合、
対向車同士の接触等の危険が懸念されます。
交通整理は実施されますか。

アンダーパスの通行止めについてアンダーパスの通行止めについて

A 2月12日(木)から設置する予定です。

QQ
工事規制看板はいつから設置されますか。

工事看板の設置時期について工事看板の設置時期について

A
令和16年度完成を目標に事業を進めていますが、
埋蔵文化財調査や予算状況等によっては遅れる
可能性があります。

QQ
事業全体の完成時期はいつ頃になりますか。

事業の完了時期について事業の完了時期について

A 国で進めている大橋川改修事業とあわせて、この地域
では、県と市も事業を実施しています。
このうち、内水対策は松江市が主体となって現在検討
を進めている状況です。今後、説明会で一緒に説明で
きるか調整します。（松江市）

QQ
和多見町一帯の内水対策がどのようになるのか、現在
の検討状況などを説明してほしいです。

和多見町の内水対策について和多見町の内水対策について

QQ 堤防のフェンスについて堤防のフェンスについて
大橋川沿いにあるフェンスは、工事後も残り
ますか。
船神事で船を接岸して物を運び入れるため、
現状のような出入口付きのフェンスを残して
ほしいです。

A 地盤改良工事を行うため、今回の工事完了後は更地
となります。
最終的には国により堤防が整備されるため、今後、
堤防整備についての説明等があるものと考えます。

QQ
今回の工事範囲は、工事完了後に構築物が全くない
状態になりますか。
また今後、堤防には樹木や設備などは設置されず、
更地のままの状態ですか。

工事後の堤防について工事後の堤防について

A 堤防整備は国の大橋川改修事業の範囲となるため、県の立場からは回答しかねますが、要望があったことは、
国へ伝えます。

新大橋南詰周辺には公衆トイレがなく、旅行者から
売布神社にも要望があるので、堤防に公衆トイレを
設置してほしいです。

公衆トイレの設置について公衆トイレの設置についてQQ

A 現地状況を確認のうえ、適切に対応します。

QQ
工事個所付近の電柱２箇所に「火の用心」の看板を設
置しています。看板は和多見町の物であるため、工事
の支障となる場合にも、廃棄しないでください。
また新大橋南詰の下に水防用に土嚢を置いています
が、こちらは処分してもらってかまいません。

構造物について構造物について
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